
　南地区の皆様には、希望と期待をもって新しい年をお迎えのこと
と存じます。昨年は、全国的に、地震、大雨、台風、火災など災害
の多い年でした。被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　南地区自治協議会では、１１月２９日（土）に「南地区防災訓練」
を実施しました。身近な防災情報を知り、日ごろから備え、もし災害が発生したら冷
静に対応することが大切です。南地区自治協議会のホームページには、防災訓練の資
料を掲載しています。また、スマートフォンに「佐世保市防災ポータル」と入力し、
各種画面を開くと身近な情報を得ることができます。画面を開きながらご家族で確認
なさってみてはいかがでしょうか。
　また、南地区自治協議会では、「出産お祝い金制度」と共に、交通支援「タクシー
稼働台数増加」事業にも取り組んでいます。
　これからも、皆様方に「南地区に住んでよかった」と思っていただけるよう努力
してまいります。 南地区の皆様のご協力とご支援を引き続きお願いしますとともに、
今後ますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年のごあいさつといたします。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南地区自治協議会　会長　小野　茂
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謹んで新春のお慶びを申し上げます

南地区交通支援「タクシー稼働台数増加」事業
～佐世保観光タクシー（株）運転手契約者応援金制度～

※皆様からのご質問等をふまえ、再度掲載いたします。

【趣旨】全国的にタクシーやバス運転手不足の中、交通支援が求められています。
南地区においては、南地区自治協議会が市と連携しながら取組を進めていきますが、
南地区独自の制度にも取り組んでまいります。
台数が少なく、予約を含めタクシーの利用がしにくくなった現状を少しでも改善する
ため、南地区自治協議会の賛助会員としてご支援いただいており、南地区の多くの方
がご利用いただいている、南地区管内（木風町）の佐世保観光タクシー（株）と連携
した取組を実施してまいります。佐世保観光タクシー（株）と自ら運転手契約をした
方へ応援金をお渡しする制度です。
このことにより、タクシー運転手が増え、タクシーの稼働台数が増えれば、タクシー
の利用がしやすくなり、南地区住民にとってのメリットがあるものと考えます。

【対象】南地区管内に住み、町内会へ加入している方で、令和7年4月1日以降に自ら
佐世保観光タクシー（株）と運転手契約をした方。



南地区自治協議会のホームページとＳＮＳ

の二次元コードです。「まちづくりニュース」

（当広報誌）と併せ、情報を発信しています。

左記の二次元コードを読み取り、ご覧ください。

★11月9日「第4回 南地区コミセンまつり」
【ご参加ありがとうございました！】

町内関係者を対象に実施しました。佐世保市防災危機管理局の

方よりスマートフォンを使用した防災情報の見方等についてご

講話いただき、後半は地震体験車へ乗車しました。強い揺れを

実際に体験することができ、もしもの時のために、各家庭でも

しっかり備えておくことが大切だと改めて感じました。

★11月29日「南地区防災訓練」

さまざまな団体による発表や作品展示は、どれもとても見事でした。販売コーナーや

体験コーナーも多くのお客様で賑わいました。ご来場いただいた皆様、ありがとうご

ざいました。来年度もどうぞお楽しみに！

★12月13日【南地区自治協議会 設立10年記念】
　　　　　　　　　　　　　　　　　「第34回 南地区文化講演会」
（株）ジャパネットたかた創業者の髙田明氏に、「変える力、変わる力」を演題にご

講演いただきました。ジャパネットたかた創業までの秘話などを、明るく笑いを交え

ながらお話しになり、来場者の方もとても喜ばれていました。まちづくりについても

触れられ、これからの南地区の活性化にぜひ活かしていきたいと思いました。

【主な手続き】

①希望者は、自ら佐世保観光タクシー（株）に行き、運転手契約を行う。

②希望者は、契約後1年以内に、「申請書」を町内会長へ渡す。

   ※「申請書」は、HPよりダウンロードするか、町内会長からもらってください。

   ※応援金は先着5名までですので、契約後の速やかな手続きをお勧めします。

③町内会長が町内会加入を確認、南地区自治協議会事務局が運転手契約を確認し、町内会長

　を通して「応援金（現金）」と「受領書」を渡す。

　※「応援金（現金）」受領までに、しばらく時間がかかることをご了承ください。

④希望者は、「応援金（現金）」を受け取ったら、押印のうえ「受領書」を町内会長へ渡す。

【応援金】運転手契約をした方、契約者一人あたり1万円。（毎年度、先着5名まで）

※応援金は一人1回限りの受領とします。


